
東京都地域自殺対策強化補助事業

新型コロナウイルス感染症にかかる

こころといのちの法律相談

日 程

時 間

会 場

講 師

セミナー内容

電話番号
フリーダイヤル （東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城発信限定） 通話料無料

📞0120-556-289
全国 通話料がかかります

03-6257-1007
電話相談日
2020年 9月1日（火）、10月2日（金）、11月2日（月）、12月1日（火）
2021年 1月22日（金）
受付時間 いずれも15:00～19:00

主催／後援 東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
日本弁護士連合会・東京精神保健福祉士協会・法テラス東京

お問合せ 東京弁護士会人権課03-3581-2205

新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な心の悩みを抱えている方のために、
弁護士による電話相談を開設いたしました。

例えば、こんな相談に弁護士がおこたえします。
・新型コロナウイルスの影響を理由に雇止めされた
・在宅の時間が長くなって家族の関係が悪くなった
・新型コロナウイルスに罹患して差別された
・資金繰りが厳しくて店舗の家賃が払えない

こんな悩みごとが頭から離れず、夜よく眠れない、自殺を考えることがある、
「もう死んでしまいたい」ほどの問題・悩みに追い詰められたとしても、

お待ちください！
弁護士が無料で電話相談に応じます


